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各種行政手続等の書面申請の撤廃、個別手続の電子化関係
① ：オンライン化を行う。
② ：eメール（PDF等で添付）による提出を認める。
③ ：添付書類の省略や事後送付等の書類の簡素化
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答 各種行政手続等の押印原則の撤廃関係
① ：法令に根拠があるものについては、押印がなくても文書を受け付けることとする。
② ：法令に根拠のないものについては、押印を廃止する又は求めないこととする。
③ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
④ : 対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

新経連 43
GtoBの契約書について電子化が認められていない。
印刷・製本・押印が必須となっている。この慣行を
見直すための所管官庁が存在しない。

全省庁 1 書面・押印

【消費者庁】④各法令所管省庁の解釈に準じて対応
【人事院】④ネットワークの更改に伴い実施環境に不具合が生じているため、改善され次第順次対応していく予
定
【宮内庁】④事業者等に提出させる会計書類を見直すことは，全省庁にて統一的な対応が求められることから，
全省庁にて見直す場合には，適宜対応することとしたい。
【公取】④電子調達システムを利用した電子署名による契約書の作成について検討中である。
【原子力規制庁】②可能な限り電子ファイルを添付したE-mail等での申請を認める。
③　②により難い場合は、後日、対応可能な日時での書面の提出を認める。）
【総務省】④政府電子調達システム（GEPS）の利用により、電子契約が可能です。総務省としては、原則、電
子での契約対応としており、引き続き利用促進に努めて参ります。
【国交省】④国交省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討
【環境省】③
【外務省】②、③
【金融庁】②eメール（PDF添付）（又は電子調達システム）による提出を認める
【経産省】④原則オンライン化（電子調達システム）を行う
【警察庁】①関係者間で調整の上、電子調達システムを利用して対応できるものはオンライン化を行う。
【厚労省】④当省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討してまいりたい。

【消費者庁】（２）i（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）
【人事院】（１）a～d○（f～h○）政府電子調達システム（GEPS）を利用することにより、電子契約書が可能となる。
【宮内庁】（２）f○g×h×  eメールでの提出を認める。また，直ちに提出が困難なものについては，後日送付を認める。
【公取】(1)a~d〇（(2)f~h〇）
・これまで郵送で行っていた契約書締結手続きについて，例えば，電子契約の方法を契約者へ紹介し，契約者が望む場合には原則として電子契約を行うなどにより，順
次，契約の電子化の実施を進める。
【原子力規制庁】（２）f○g〇h○ 可能な限りeメール（PDF等で添付）による提出を認める。添付書類のうち、直ちに提出が困難なものについては、可能な限り後日送
付を認める。
【総務省】（１）a ○　引き続き個別の契約手続の機会を捉えて、政府電子調達システム（GEPS）による電子契約の周知を行って参ります。
b×ｃ×ｄ×
【国交省】　a～ｄ　○
電子調達システム(GEPS)の利用より、電子での入札手続・電子契約が可能です。
引き続き、電子調達システム(GEPS)の利用促進に努めて参ります。
【環境省】（２）f○g○h○
③
【外務省】（１）a○b○c○d○（２）f○g○h○
【金融庁】a〇、b×、c×、ｄ〇（f〇、g○、h〇)
入札はすべて電子調達システム（GEPS)を採用しているほか、紙での入札も認めている。ただし、電子調達システムの利用開始手続は所管省庁の判断に従う。
【経産省】（１）a○b－c－d○ 原則オンライン化（電子調達システム）を行う
（２）f○g－h－ 電子調達システムで対応していない場合且つ手続きによってはeメール（PDF等で添付）による提出を認める。
【警察庁】（１）e 関係省庁と調整の上検討する。
【厚労省】f○g○h○契約関係書類の提出においては、オンライン手続が提供されていないが、当省では、新型コロナウイルス感染予防の観点から、契約関係書類の郵送
や電子メールでの提出を認めている。

【消費者庁】③各法令所管省庁の解釈に準じて対応
【人事院】③ネットワークの更改に伴い実施環境に不具合が生じているため、改善され次第順次対応していく予
定
【宮内庁】③法令に定めのあるものについては，所管省庁に準じて対応。
【公取】③電子調達システムを利用した電子署名による契約書の作成について検討中である。
【原子力規制庁】③可能な限り電子ファイルを添付したE-mail又は押印なしの文書での申請を認め、これにより
難い場合は、後日、対応可能な日時での書面の提出を認める。
【総務省】③同左
【国交省】③国交省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討
【環境省】③押印に代わる文書の真正性の担保があれば省略可。
【外務省】②・契約書への押印は会計法第29条８第2項によるもの。
・電子調達システム（府省共通）では、契約書の電子署名が可能
・法令に根拠がないが押印を求めているものについては、慣習的なものであるが、会計手続の統一的運用のため
には、全省庁統一的な対応が必要
【金融庁】②
【警察庁】④警察庁の所管法令に基づく手続ではないため対応困難。
【厚労省】③当省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討してまいりたい。

【消費者庁】e（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）
【人事院】a～d○ 政府電子調達システム（GEPS）を利用することにより、電子契約書が可能となる。
【宮内庁】a×b×c○d× 押印がなくても書面が受け付けることが可能か検討し，適宜対応する。
【公取】(1)a~d〇
・これまで郵送で行っていた契約書締結手続きについて，例えば，電子契約の方法を契約者へ紹介し，契約者が望む場合には原則として電子契約を行うなど
により，順次，契約の電子化の実施を進める。
【原子力規制庁】d○ 可能な限り、押印がなくても書面を受け付ける。
【総務省】a×、ｂ×、ｃ×、ｄ○ 総務省としては、原則、電子での契約対応としており、引き続き利用促進に努めて参ります。
【国交省】　a～d　－
・法令に根拠があるものについては、所管省庁の判断に従う。
・電子調達システム(GEPS)による電子契約の場合では、電子署名の利用が可能。
・法令に根拠がないが押印を求めているものについては、慣習的なものであるが、真正性担保は必要であり、会計手続の統一的運用のためには、全省庁統
一的な対応が必要。
【環境省】a○b○c○d○f×
③（緊急事態宣言期間後も、法的根拠の有無に関わらず押印なしで受け付け、後日対応可能な時に書面での提出を認める。）
【外務省】（１）a○b○c○d○
【金融庁】a～c該当なし、d〇 契約書については、法令所管省庁の解釈・対応に即して対応。
【警察庁】e 関係省庁と調整の上検討する。
【厚生労働省】a-ｂ-ｃ-ｄ△
契約書については、会計法令上、発注者・受注者双方の押印が求められており、押印をしないことより、訴訟等が発生する恐れも見込まれるため、押印不要
とすることは適切ではないと思われるが、会計手続の統一的運用の観点からも全省庁統一的な判断・対応が必要と考える。

新経連 47 国の機関への請求書（弊社が発行側の際）は原本
（原紙）郵送の対応を求められたりしています。

全省庁 2 書面・押印

【消費者庁】④各法令所管省庁の解釈に準じて対応
【人事院】⑤計算証明規則に定められているため
【宮内庁】④法令に定めのあるものについては，所管省庁に準じて対応。
【原子力規制庁】②可能な限り電子ファイルを添付したE-mail等での申請を認める。
③　②により難い場合は、後日、対応可能な日時での書面の提出を認める。
【防衛省】④会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】④政府電子調達システム（GEPS）の利用により、電子契約が可能です。総務省としては、原則、電
子での契約対応としており、引き続き利用促進に努めて参ります。
【環境省】③
【外務省】②、③書面提出については、メールでの提出は後日の郵送で対応可としている。
【個情委】②、③
【金融庁】②eメール（PDF添付）（又は電子調達システム）による提出を認める
【経産省】④（原則オンライン化（電子調達システム）を行う）
【警察庁】①：関係者間で調整の上、電子調達システムを利用して対応できるものはオンライン化を行う。
【厚労省】④当省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討してまいりたい。

【消費者庁】（２）i（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）
【人事院】（２）f～h○ 請求書について、eメール（PDF等にして添付する形）等での提出を認める。
【宮内庁】（２）f○g×h×  eメールでの提出を認める。また，直ちに提出が困難なものについては，後日送付を認める。
【原子力規制庁】（２）f○g〇h○ 可能な限りeメール（PDF等で添付）による提出を認める。添付書類のうち、直ちに提出が困難な
ものについては、可能な限り後日送付を認める。
【防衛省】会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】（１）a ○　引き続き個別の契約手続の機会を捉えて、政府電子調達システム（GEPS）による電子契約の周知を行って参
ります。
b×ｃ×ｄ ○（ｆ○、ｇ×、ｈ×）押印が困難な正当な理由及び提出書類が正規な契約相手方からの発行であることの確認をもって押
印の省略・原本の後日提出を認めます。
【環境省】（２）f○g○h○
③
【外務省】（１）a○b○c○d○（２）f○g○h○
【個情委】f～h○（f～ hに記載のとおり対応予定。ただしfの押印については各法令所管省庁の解釈に準じて対応）
【金融庁】f〇、g○、h〇  eメール（PDF添付）による提出を認める。添付書類のうち、直ちに提出が困難なものについては、後日送
付を認める。（請求書は、会計年度末までに支払完了することが前提）
【経産省】（１）a○b－c－d○  原則オンライン化（電子調達システム）を行う
（２）f○g－h－  電子調達システムで対応していない場合且つ手続きによってはeメール（PDF等で添付）による提出を認める。
【警察庁】（１）e 関係省庁と調整の上検討する。
【厚労省】f○g○h○　請求書の提出においては、オンライン手続が提供されていないが、当省では、新型コロナウイルス感染予防の
観点から、契約関係書類の郵送や電子メールでの提出を認めている。

【消費者庁】③各法令所管省庁の解釈に準じて対応
【人事院】④商慣習として定着しているところ。真正性担保の観点から必要と考える
【宮内庁】③法令に定めのあるものについては，所管省庁に準じて対応。
【原子力規制庁】③可能な限り電子ファイルを添付したE-mail又は押印なしの文書での申請を認め、これにより
難い場合は、後日、対応可能な日時での書面の提出を認める。
【防衛省】③会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】③同左
【環境省】③押印に代わる文書の真正性の担保があれば省略可。
【個情委】③当委員会の権限外の法令等に基づいているため。
【外務省】②法令に根拠がないが押印を求めているものについては、慣習的なものであるが、会計手続の統一的
運用のためには、全省庁統一的な対応が必要
【金融庁】②
【厚労省】③当省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討してまいりたい。

【消費者庁】e（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）
【人事院】a～d○
請求書等については、押印以外の方法で真正性が確認できれば押印を不要とする。
【宮内庁】a×b×c○d×
押印がなくても書面が受け付けることが可能か検討し，適宜対応する。
【原子力規制庁】a○ 押印なしの文書での申請を認める。
【防衛省】会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】a○、ｂ×、ｃ×、ｄ×
押印が困難な正当な理由及び提出書類が正規な契約相手方からの発行であることの確認をもって押印の省略・原本の後日提出を認めます。
【環境省】a○b○c○d○f×
③（緊急事態宣言期間後も、法的根拠の有無に関わらず押印なしで受け付け、後日対応可能な時に書面での提出を認める。）
【個情委】e（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）
【外務省】（１）a○b○c○d○
【金融庁】a〇、b～d該当なし
見積書、請求書、領収書等については、押印不要とするとともに、eメール等での書類提出を認める。
【厚労省】a△ｂ-ｃ-ｄ-
一般的商慣行等において、請求書に押印がなくても対応ができると判断できる案件については、押印不要と考えるが、その一方で、国費を原資とする支出
業務において、その真正性が担保できない書類等の取扱については、会計手続の統一的運用の観点からも全省庁統一的な判断・対応が必要と考える。

【人事院】（１）a～d○（f～h○）政府電子調達システム（GEPS）を利用することにより、電子契約が可能となる。また、契約書以外の請求書
等については、eメール（PDF等にして添付する形）等での提出を認める。
【宮内庁】（２）f○g×h×  eメールでの提出を認める。また，直ちに提出が困難なものについては，後日送付を認める。
【公取】(1)a~d〇（(2)f~h〇） これまで郵送で行っていた契約書締結手続きについて，例えば，電子契約の方法を契約者へ紹介し，契約者が望む
場合には原則として電子契約を行うなどにより，順次，契約の電子化の実施を進める。
【原子力規制庁】（２）f○g〇h○ 可能な限りeメール（PDF等で添付）による提出を認める。添付書類のうち、直ちに提出が困難なものについて
は、可能な限り後日送付を認める。
【防衛省】会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】（１）a ○　引き続き個別の入札・契約手続の機会を捉えて、政府電子調達システム（GEPS）による電子入札・電子契約の周知を行っ
て参ります。
b×ｃ×ｄ ○（ｆ○、ｇ×、ｈ×）入札書、請求書、業務開始届、業務完了届について、押印が困難な正当な理由及び提出書類が正規な契約相手
方からの発行であることの確認をもって押印の省略・原本の後日提出を認めます。また、契約書については、会計法の規定に基づき記名押印が必
要です。
【環境省】（２）f○g○h○ ③
【外務省】（１）a○b○c○d○（２）f○g○h○
【金融庁】a〇、b×、c×、ｄ〇（f〇、g○、h〇)
入札はすべて電子調達システム（GEPS)を採用しているほか、紙での入札も認めている。ただし、電子調達システムの利用開始手続は所管省庁の
判断に従う。
【経産省】（１）a○b－c－d○ 原則オンライン化（電子調達システム）を行う
（２）f○g－h－ 電子調達システムで対応していない場合且つ手続きによってはeメール（PDF等で添付）による提出を認める。
【警察庁】（１）e 関係省庁と調整の上検討する。
【消費者庁】（２）i（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）

【人事院】a～d○ 請求書等については、押印以外の方法で真正性が確認できれば押印を不要とする。
【宮内庁】a×b×c○d× 押印がなくても書面が受け付けることが可能か検討し，適宜対応する。
【公取】(1)a~d〇
・これまで郵送で行っていた契約書締結手続きについて，例えば，電子契約の方法を契約者へ紹介し，契約者が望む場合には原則として電子契約を行うなど
により，順次，契約の電子化の実施を進める。
【防衛省】会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】a○、ｂ×、ｃ×、ｄ○
入札書、請求書、業務開始届、業務完了届について、押印が困難な正当な理由及び提出書類が正規な契約相手方からの発行であることの確認をもって押印
の省略・原本の後日提出を認めます。なお、契約書については、会計法の規定に基づき記名押印が必要です（電子契約の場合は押印不要）。
【環境省】a○b○c○d○f×
③（緊急事態宣言期間後も、法的根拠の有無に関わらず押印なしで受け付け、後日対応可能な時に書面での提出を認める。）
【外務省】（１）a○b○c○d○
【金融庁】a〇、b～c該当なし、d×
見積書、請求書、領収書等については、押印不要とするとともに、eメール等での書類提出を認める。但し、契約書については、法令所管省庁の解釈・対応
に即して対応。
【警察庁】e 関係省庁と調整の上検討する。
【原子力規制庁】a○ 押印なしの文書での申請を認める。
【消費者庁】e（各法令所管省庁の解釈に準じて対応）

【国土交通省】
＜物品・役務関係＞a～ｄ　○
電子調達システム(GEPS)の利用より、電子での入札手続・電子契約が可能です。
引き続き、電子調達システム(GEPS)の利用促進に努めて参ります。
＜直轄工事関係＞a～d○、f～h○
入札への参加を希望する者に対し、入札公告において、望まない場合を除いて原則として、電子入札システム及び電子契約システム（以下「電子
的なシステム」という。）を用いることを明示するとともに、各地方整備局等のＨＰにおいて電子的なシステムの案内を行っている。
また、インターネット利用のリスク（なりすまし等）を回避するために、利用者本人を特定するための電子証明を内蔵したＩＣカードと、ＩＣ
カードを読み込むためのＩＣカードリーダーを準備する必要がある。ＩＣカード発行に必要な書類、手続、費用及びサービス内容については、Ｉ
Ｃカード発行元である民間認証局によって異なるところであるが、利用者の負担の少ない発行が可能となるよう検討してまいりたい。
なお、電子的なシステムの利用について、別途書面の提出を求めることはなく、利用者から使い勝手が悪い等のご意見は現在特に承っていない
が、そのような場合であっても適切に対応できるように、ヘルプデスクを設置する、システムの定期改修を行う等、利用者の意見・要望を踏ま
え、引き続き電子的なシステムの利用率向上に努めている。
電子的なシステムを利用できない者への対応についても以下のとおり対応してまいりたい。なお、紙による入札を行った者に対して不利な取扱い
をしないこととしている。
・書類の提出に当たって、メール等の活用が可能な範囲の拡充について引き続き検討する
・状況に応じて書類の提出期限をできるだけ長く確保するなど、従来の手続に縛られない柔軟な対応に努める
・書類の送付に当たって、メール等の活用が可能な範囲の拡充について引き続き検討する
【厚労省】a○ｂ○ｃ○ｄ○
当省では、政府電子調達システム（GEPS）の利用促進を進めている。その一方で、新型コロナウイルス感染予防の観点から、契約関係書類の郵送
や電子メールでの提出を認めている。

【国交省】
＜物品・役務関係＞a～d　－
・法令に根拠があるものについては、所管省庁の判断に従う。
・電子調達システム(GEPS)による電子契約の場合では、電子署名の利用が可能。
・法令に根拠がないが押印を求めているものについては、慣習的なものであるが、真正性担保は必要であり、会計手続の統一的運用のためには、全省庁統
一的な対応が必要。
<直轄工事関係＞a○、d○、f○
メール等の提出により手続を進め、押印された正本は後日提出で可能とするなど、従来の手続に縛られない柔軟な対応に努めている。
契約書については、会計法により押印を求めることが規定されているが、電子的なシステムを活用する場合は、契約事務取扱規則（大蔵省令）により電子署
名及び認証業務に関する法律に基づく電子署名を用いることで押印を不要とすることができるため、引き続き電子的なシステムの利用促進を図って参りた
い。
【厚労省】a△ｂ-ｃ-ｄ-
一般的に電子認証を受けた電子入札であり、関係書類が適切に添付されているのであれば、押印不要と考える。その一方で、電子メール等を活用した提出
であって、その真正性が担保できない書類等の取扱については、会計手続の統一的運用の観点からも全省庁統一的な判断・対応が必要と考える。

新経連 42 パスポートの有効期間満了後の新規発給 外務省 1 書面・押印

（外務省コメント）
旅券には再発行という概念はない。全て新
規の申請であるが、残存有効期間が1年未
満の場合、旅券の記載事項に変更を生じた
場合等、有効期間満了前に旅券の申請が可
能な場合がある。

⑤2022年度中に旅券の電子申請の導入、2024年度に戸籍謄抄本の添付省略をすべく準備しているが、システム開
発には一定の時間を要するため緊急な対応は困難。

（２）f○，g×h×
新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け現地政府による外出制限等により在外公館への出頭が困難なために旅券の有効期間満
了前に切替申請ができなかった申請者については，新たなパスポートの発給申請の際に必要となる戸籍謄抄本の添付省略を認めるため
の省令改正の手続きを進めており，６月中の公布・施行を目指している。

③旅券事務に押印が必要な手続はない。

新経連

60 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

事業報告書の作成、提出

・法第53条第1項
・府令第34条第1項
・府令別紙様式19号又は別紙様
式20号

金融庁 3 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連
61

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

業務報告書の提出
・法第54条第1項 金融庁 4 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a○

新経連
62

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

未達債務の報告書を作成し、提出
・法第５３条第２項
・府令第35条第1項
・府令別紙様式21号

金融庁 5 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連
63

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

委託先に関する報告書の提出
・法第54条第1項 金融庁 6 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a○

新経連
64 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届

け出）
災害発生時における緊急時報告書の提出 金融監督第6課長事務連絡 金融庁 7 書面・押印 ②　現時点ですでにメールでの提出を受け付けている。

f○, g○
現時点で既に、eメールによる提出を認めている。また、提出期限については柔軟に対応する。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a○

新経連
65

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

障害発生等報告書の提出
・法第54条第1項

金融庁 8 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a○

新経連

66
資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

変更があったときは、変更届出書を届け出なければならな
い。
（１）商号及び住所
（２）資本金の額
（３）資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
（４）取締役及び監査役の氏名
（７）資金移動業の内容及び方法
（８）資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務
の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
（９）他に事業を行っているときは、その事業の種類
（10）その他内閣府令で定める事項
　(i)  各営業日における未達債務の額の算出時点及びその算出方法
   (ii)  資金移動業の利用者からの苦情又は相談に応じる営業所の所在地及び連絡先
   (iii)   加入する認定資金決済事業者協会の名称

・法第41条第1項
・府令第10条
・府令　別紙様式10号

金融庁 9 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連
67

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

法令違反行為等届出書の提出
・府令第39条
・府令　別紙様式24

金融庁 10 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連

68 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

個人情報漏えい報告書の提出

・金融分野実務指針I(2)2-6-1
・府令第25条
・金融機関における個人情報
保護に関するQ&A 別紙様式1
又は2

金融庁 11 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

書面・押印

担当省庁 省別No. 分類

新経連 51 公的機関の入札や契約

【人事院】④ネットワークの更改に伴い実施環境に不具合が生じているため、改善され次第順次対応していく予定
【宮内庁】④法令に定めのあるものについては，所管省庁に準じて対応。
【公取】④１．入札書については，現時点で大部分がオンライン化済みである。なお，総合評価方式による入札のみ紙媒
体で実施していたが，今後は電子入札によってオンライン化する。
２.契約書については，電子調達システムを利用した電子署名による契約書の作成について検討中である。
３．業務完了届（工事完了報告書）については②に該当。
４．請求書については，現時点でeメールによる提出を認めている。）
【原子力規制庁】③　①を行うことを念頭に、オンライン化を検討する。
【防衛省】④会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【総務省】④政府電子調達システム（GEPS）の利用により、電子での入札が可能です。また、電子契約についても、当該
システムの利用により、電子での契約や請求等が可能と考えられます。総務省としては、原則電子での入札・契約対応と
しており、引き続き利用促進に努めて参ります。
なお、業務開始届等業務履行に係わる提出書類については、各契約により対応が異なりますので、主幹担当課室にご確認
願います。
【国交省】④国交省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討
【環境省】③
【外務省】②、③書面提出については、メールでの提出は後日の郵送で対応可としている。
【金融庁】②eメール（PDF添付）（又は電子調達システム）による提出を認める
【経産省】④原則オンライン化（電子調達システム）を行う
【警察庁】①関係者間で調整の上、電子調達システムを利用して対応できるものはオンライン化を行う。
【厚労省】④厚生労働省では、政府電子調達システム（GEPS）の利用促進を進めているが、ネットワークの更改に伴い調
達手続の際に不具合が生じていることから、改善され次第順次対応していく予定。なお、調達案件によっては、契約関係
書類の郵送や電子メールでの提出も認めている。

【人事院】④商慣習として定着しているところ。真正性担保の観点から必要と考える
【宮内庁】③法令に定めのあるものについては，所管省庁に準じて対応。
【公取】③１．入札書については，オンライン化の状況は左記のとおりであるが，紙媒体で入札を行う場合に
は，法的根拠はないが，明確な会社側の意思表示を確認するために押印が必要。
２，契約書については，電子調達システムを利用した電子署名による契約書の作成について検討中である。
３．業務完了届（工事完了報告書）については，押印を求めない（②に該当）。
４．請求書については，現時点で押印を求めていない。
【防衛省】③会計法令に規定があるものについては、所管省庁の判断に従う
【財務省】③民間事業者が官公庁に提出する入札書、請求書、業務開始・終了届等の手続書類への押印について
は、会計法、予算決算及び会計令、契約事務取扱規則に規定されているものではない。
　なお、民間事業者との契約書についてのみ同法で押印を求めていますが、電子契約書によることも可能であ
り、電子契約書による場合は押印の必要はない。
【総務省】③同左
【国交省】③国交省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討
【環境省】③押印に代わる文書の真正性の担保があれば省略可。
【外務省】②・契約書への押印は会計法第29条８第2項によるもの。
・電子調達システム（府省共通）では、契約書の電子署名が可能
・法令に根拠がないが押印を求めているものについては、慣習的なものであるが、会計手続の統一的運用のため
には、全省庁統一的な対応が必要
【金融庁】②
【警察庁】③関係法令を所管している省等関係省庁と調整の上検討する。
【厚生労働省】③当省特有の事情がないため、政府共通の方針に沿って今後対応を検討してまいりたい。

公的機関の入札、契約、業務提供の過程で、押印書面の提
出を求められることが多数あります。入札書、契約書のみ
ならず、請求書、業務開始届、業務完了届等の多数の手続
書類について、 緊急事態宣言後もなお 押印した書類を求め
られるケースが少なくありません。 各政府系法人、自治体
も含めて一体となって、押印書類の提出をなくすための措
置や工夫を講じていただきたく存じます。

全省庁 3

経済団体からの「コロナ感染症対応としての規制・制度の見直し要望」への対応についての再検討依頼（行政手続に関するもの）に対する回答
（注）6月4日までに提出のあった各府省の回答を記載しております。また、割り振りが「全省庁」となっている要望事項については、各府省庁の所管手続についての回答を記載しております。

団体名 No. 要望事項（タイトル） 規制・制度の概要 根拠法令・通達・参照文書 備考

１．緊急的な対応の可否
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新経連 43
GtoBの契約書について電子化が認められていない。
印刷・製本・押印が必須となっている。この慣行を
見直すための所管官庁が存在しない。

新経連 47 国の機関への請求書（弊社が発行側の際）は原本
（原紙）郵送の対応を求められたりしています。

新経連 42 パスポートの有効期間満了後の新規発給

新経連

60 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

新経連
61

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

新経連
62

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

新経連
63

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（定期報
告）

新経連
64 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届

け出）

新経連
65

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連

66
資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連
67

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連

68 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連 51 公的機関の入札や契約

団体名 No. 要望事項（タイトル）

個人・法人に対して対面での対応（持参による提出、対面による交付、講習会）を求める手続関係
① ：オンライン会議などデジタル技術を活用する方法によって対応する。
② ：ネットでの講習の提供などで対応する。
③ ：電話や郵送によって対応する。
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

その他
再検討後
その他

【環境省】
（書面原則について）
手続に必要な情報を入手できることを条件として、左記
の対応を行う。
（押印原則について）
手続に必要な書面の正当性の担保を条件として、左記の
対応を行う。
【文科省】政府全体の方針を待ち、それを踏まえて検討
することとしたい。

【環境省】
（書面原則について）
手続に必要な情報を入手できることを条件として、左記
の対応を行う。
（押印原則について）
手続に必要な書面の正当性の担保を条件として、左記の
対応を行う。
【文科省】変更なし

【環境省】
（書面原則について）
手続に必要な情報を入手できることを条件として、左記
の対応を行う。
（押印原則について）
手続に必要な書面の正当性の担保を条件として、左記の
対応を行う。
【文科省】政府全体の方針を待ち、それを踏まえて検討
することとしたい。

【環境省】
（書面原則について）
手続に必要な情報を入手できることを条件として、左記
の対応を行う。
（押印原則について）
手続に必要な書面の正当性の担保を条件として、左記の
対応を行う。
【文科省】変更なし

【環境省】
（書面原則について）
手続に必要な情報を入手できることを条件として、左記
の対応を行う。
（押印原則について）
手続に必要な書面の正当性の担保を条件として、左記の
対応を行う。
【文科省】変更なし

【環境省】
（書面原則について）
手続に必要な情報を入手できることを条件として、左記
の対応を行う。
（押印原則について）
手続に必要な書面の正当性の担保を条件として、左記の
対応を行う。
【文科省】政府全体の方針を待ち、それを踏まえて検討
することとしたい。
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各種行政手続等の書面申請の撤廃、個別手続の電子化関係
① ：オンライン化を行う。
② ：eメール（PDF等で添付）による提出を認める。
③ ：添付書類の省略や事後送付等の書類の簡素化
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答 各種行政手続等の押印原則の撤廃関係
① ：法令に根拠があるものについては、押印がなくても文書を受け付けることとする。
② ：法令に根拠のないものについては、押印を廃止する又は求めないこととする。
③ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
④ : 対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

担当省庁 省別No. 分類団体名 No. 要望事項（タイトル） 規制・制度の概要 根拠法令・通達・参照文書 備考

１．緊急的な対応の可否

新経連
69

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

履行保証金取戻届出書（供託の場合） の提出
・履行保証金規則第1条第3項
・履行保証金規則　様式第3

金融庁 12 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連

70 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

履行保証金保全契約届出書（保全契約の場合） の届け出
・法第44条
・府令第14条
・府令　別紙様式11号

金融庁 13 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連
71

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

履行保証金保全契約解除届出書（保全契約の場合）の提出
・府令第17条第4項
・府令　別紙様式14号

金融庁 14 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連

72 資金決済法にかかる官公庁等への届け出 履行保証金取戻申請書（供託の場合）

・法第43条第1項
・令第17条第1項
・履行保証金規則第1条第1項
・履行保証金規則　様式第1

金融庁 15 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連

73 資金決済法にかかる官公庁等への届け出
履行保証金保全契約解除承認申請書（保全契約の場
合）

・法第44条
・府令第17条第1項
・府令　別紙様式12号

金融庁 16 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連
74 資金決済法にかかる官公庁等への届け出 株主に係る変更の届け出 府令第10条第1項第5号 金融庁 17 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。

※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b○

新経連 75 前払支払手段（定期報告）
定期報告について
・前払式支払手段の発行に関する報告書の提出について
・前払式支払手段発行者の委託先に関する報告書

金融庁 18 書面・押印

② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
（なお、「前払式支払手段の発行に関する報告書」は既に①②ともに可能。）

※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

a○,f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。
なお、「前払式支払手段の発行に関する報告書」は既にオンライン化済

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 b-c○

新経連 76 前払支払手段（登録・届出事項に変更が生じた場
合）

以下に登録・届出事項に変更が生じた場合、金融庁長官に
提出しなければならない。
・商号
・住所
・電話番号
・資本金
・役員（就任、退任、役職名）
・相談窓口（所在地・連絡先）
・営業所（新規追加、所在地・名称変更、廃止）
・前払式支払手段の発行・表示等関係（追加発行、一部発
行廃止、発行価格、支払可能金額等、使用範囲等、有効期
限又は期限、約款等、業務委託先）
・主要株主
・事業の種類
・認定資金決済事業者協会
・預金する銀行の名称等

資金決済に関する法律第十一
条、前払式支払手段に関する内
閣府令第二十条

金融庁 19 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a-c○

新経連 77 前払支払手段（発行の業務の廃止が生じた場合）

発行の業務の廃止が生じた場合（発行及び使用の双方を取
りやめる場合を指し、単に新規発行（販売）のみを取りや
める場合は含めない）、金融庁長官に提出しなければなら
ない。
・廃止の決定（ 第三者型発行者の登録を取り消された際も
同様）
・払戻申出の開始（廃止日）
・払戻し完了（原則として、申出期間経過後の払戻し（返
金》が完了した日）

前払式支払手段に関する内閣府
令、ガイドライン

金融庁 20 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a-c○

新経連 78 前払支払手段（その他）

以下の事項についても届出等が生じる
・発行保証金の取戻し
・特例基準日の適用を受けようとする場合
・発行業務を別会社に承継する場合
・破産手続きの開始
・システム障害
・担当者等連絡先
・発行保証金保全契約の締結
・発行保証金信託契約の締結

前払式支払手段に関する内閣府
令、ガイドライン、発行保証金
規則

金融庁 21 書面・押印 ② 届出等はメールで提出、添付書類は写し（PDF）の添付での対応可能とする。
※但し、原本（住民票等）の提出が必要なものは、事後送付で対応可能とする。

f○, g○
eメールを含むオンラインによる受付を認める。また、提出期限については柔軟に対応する。
※但し、一部の原本が必要な添付書類については、後日郵送して貰うなどの措置を講じる。

② 法令に押印の根拠がないため、押印を求めないこととする。 a-c○

新経連 79 日本資金決済業協会あて届出
（全会員共通）

商号、本店、代表者又は実務責任者の変更において日本資
金決済業協会への届出が必要とされている。

定款の施行に関する規則（日本
資金決済業協会が定めている規
則）第６条・第８条（様式第５
号）

金融庁 22 書面・押印
②検討が必要であるが、現状、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、メールでの
提出を可能としている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
f○
日本資金決済業協会において、現状でも、個別の申し出があれば、メールでの届出を可能とするなど柔軟な対応を行っており、今後も
eメールを含むオンラインによる受付等更なる検討を進める。
今後、金融業界における書面・押印手続の見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面での提出については、協会（業界団体）とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部
規程に基づくもの

①～③
社内の正式な手続きを経て提出されたものか否かの確認ができない等の問題があり、押印の撤廃は検討が必要。
なお、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、内部決裁等の関係で文書への押印が難し
い場合は、押印を省略しての提出を可能としている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
a-d○
日本資金決済業協会では、これまでも個別の申し出があり、書面の正当性（社内の正式な手続き等）が担保できれば、押印の省略や押印可能となった以後
の提出など、都度、柔軟に対応しており、今後も会員の事情に応じて届出の際の押印等の手続きには柔軟に対応していくことを、再度、周知するとしてい
る。
今後、金融業界における書面・押印手続きの見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面の押印については、業界団体とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部規程に基づくもの

新経連 80 日本資金決済業協会あて届出
（前払式支払手段発行者・資金移動業者）

合併、資金決済業の譲渡又は譲受、会社分割、供託命令、
「障害発生等報告書」、立入検査、業務改善命令、業務停
止命令等に関して日本資金決済業協会への届出が必要とさ
れている。

定款の施行に関する規則（日本
資金決済業協会が定めている規
則）第６条・第８条（様式第
13~16,26~28,30号）

金融庁 23 書面・押印
②検討が必要であるが、現状、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、メールでの
提出を可能としている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
f○
日本資金決済業協会において、現状でも、個別の申し出があれば、メールでの届出を可能とするなど柔軟な対応を行っており、今後も
eメールを含むオンラインによる受付等更なる検討を進める。
今後、金融業界における書面・押印手続の見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面での提出については、協会（業界団体）とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部
規程に基づくもの

①～③
（社内の正式な手続きを経て提出されたものか否かの確認ができない等の問題があり、押印の撤廃は検討が必
要。なお、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、内部決裁等の関係で文書への押印が
難しい場合は、押印を省略しての提出を可能としている。）

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
a-d○
日本資金決済業協会では、これまでも個別の申し出があり、書面の正当性（社内の正式な手続き等）が担保できれば、押印の省略や押印可能となった以後
の提出など、都度、柔軟に対応しており、今後も会員の事情に応じて届出の際の押印等の手続きには柔軟に対応していくことを、再度、周知するとしてい
る。
今後、金融業界における書面・押印手続きの見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面の押印については、業界団体とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部規程に基づくもの

新経連 81 日本資金決済業協会あて届出
（前払式支払手段）

前払式支払手段について、発行、第三者型発行者登録簿へ
の登録通知受領、払戻手続等に係る報告書提出等の際に、
日本資金決済業協会への届出が必要とされている。

定款の施行に関する規則（日本
資金決済業協会が定めている規
則）第６条・第８条（様式第７,
８,10,17~23,29号）

金融庁 24 書面・押印
②検討が必要であるが、現状、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、メールでの
提出を可能としている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
f○
日本資金決済業協会において、現状でも、個別の申し出があれば、メールでの届出を可能とするなど柔軟な対応を行っており、今後も
eメールを含むオンラインによる受付等更なる検討を進める。
今後、金融業界における書面・押印手続の見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面での提出については、協会（業界団体）とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部
規程に基づくもの

①～③
（社内の正式な手続きを経て提出されたものか否かの確認ができない等の問題があり、押印の撤廃は検討が必
要。なお、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、内部決裁等の関係で文書への押印が
難しい場合は、押印を省略しての提出を可能としている。）

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
a-d○
日本資金決済業協会では、これまでも個別の申し出があり、書面の正当性（社内の正式な手続き等）が担保できれば、押印の省略や押印可能となった以後
の提出など、都度、柔軟に対応しており、今後も会員の事情に応じて届出の際の押印等の手続きには柔軟に対応していくことを、再度、周知するとしてい
る。
今後、金融業界における書面・押印手続きの見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面の押印については、業界団体とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部規程に基づくもの

新経連 82 日本資金決済業協会あて届出
（資金移動業者）

資金移動業者登録簿に登録通知受領、未達債務の額等に関
する報告書の提出、業務報告書の提出等の際に、日本資金
決済業協会への届出が必要とされている。

定款の施行に関する規則（日本
資金決済業協会が定めている規
則）第６条・第８条（様式第
９,11,12,24,25,31号）

金融庁 25 書面・押印
②検討が必要であるが、現状、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、メールでの
提出を可能としている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
f○
日本資金決済業協会において、現状でも、個別の申し出があれば、メールでの届出を可能とするなど柔軟な対応を行っており、今後も
eメールを含むオンラインによる受付等更なる検討を進める。
今後、金融業界における書面・押印手続の見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面での提出については、協会（業界団体）とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部
規程に基づくもの

①～③
社内の正式な手続きを経て提出されたものか否かの確認ができない等の問題があり、押印の撤廃は検討が必要。
なお、コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための業務対応として、内部決裁等の関係で文書への押印が難し
い場合は、押印を省略しての提出を可能としている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
a-d○
日本資金決済業協会では、これまでも個別の申し出があり、書面の正当性（社内の正式な手続き等）が担保できれば、押印の省略や押印可能となった以後
の提出など、都度、柔軟に対応しており、今後も会員の事情に応じて届出の際の押印等の手続きには柔軟に対応していくことを、再度、周知するとしてい
る。
今後、金融業界における書面・押印手続きの見直しの議論を行う検討会において、議題とするか検討する。
※ 書面の押印については、業界団体とその会員事業者（民間レベル）の関係の中で組織的な手続きを経て定められた内部規程に基づくもの

新経連

83 クレジット番号等取扱契約締結事業者の割販法に基
づく届け出等

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五
条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつ
たときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なけ
ればならない、とされている。
（届出事項）
・名称
・本店その他の営業所
・役員

法第三十五条の十七の六
施行規則第133条の4第1項

経済産業省 書面・押印 ①　オンライン化を行う。
f〇、g－、h－
文書をPDF等によって添付する形でeメールでの提出を認める。その際、押印については省略する。オンライン化についても対応を進
める。

③　事業者自身から正式に発出されている文書であるという真正性（適法性）が確認できる場合は、押印無しで
の提出でも可。

b 押印がなくても書面を受け付けることとする。

新経連

84 クレジット番号等取扱契約締結事業者の日本クレ
ジット協会への届け出等（定期報告）

日本クレジット協会に定期的に以下について報告。
１.会員情報
２.書面調査
３.事業報告書

会員規則第12条 経済産業省 書面・押印 ②　一部の手続きについては、電子メールでの受付を行っているところ、今後、対象拡大を検討する。
・文書をPDF等によって添付する形でeメールでの提出を認める。その際、押印については省略する。添付書類のうち、直ちに提出が
困難なものについては、後日送付を認める。
・報告書や届出書等の提出期限については、柔軟に対応する。

③　事業者自身から正式に発出されている文書であるという真正性（適法性）が確認できる場合は、押印無しで
の提出でも可。

押印がなくても書面を受け付けることとする。

新経連

85 クレジット番号等取扱契約締結事業者の日本クレ
ジット協会への届け出等（随時）

日本クレジット協会に下記項目について随時届出
・会員代表者
・法人名
・住所
・法人代表者（社長、代表者）
・事務連絡者
・会費請求者
・苦情処理窓口責任者
・消費者相談窓口
・個人情報管理責任者
・個人情報の取扱に関する苦情処理窓口責任者
・個人情報の取扱に関する苦情処理窓口
・JDMセンター窓口責任者
・JDMセンター請求担当者
・CSRSII（JDM会員）窓口責任者・請求先
・CSRII専用窓口責任者
・二次照会訪問代行事務連絡者・回答授受用メールアドレス

資格 検定 研修制度等の申込責任者

経済産業省 書面・押印 ②　一部の手続きについては、電子メールでの受付を行っているところ、今後、対象拡大を検討する。
・文書をPDF等によって添付する形でeメールでの提出を認める。その際、押印については省略する。添付書類のうち、直ちに提出が
困難なものについては、後日送付を認める。
・報告書や届出書等の提出期限については、柔軟に対応する。

③　事業者自身から正式に発出されている文書であるという真正性（適法性）が確認できる場合は、押印無しで
の提出でも可。

押印がなくても書面を受け付けることとする。

新経連 31 古物営業許可申請 根拠法に規定はないが実印まで求められる 警察庁 1 書面・押印 ③当該根拠法令の規定上、実印は求められておらず、そうした実例についても現時点把握していない。 e  左記のとおり。

新経連 41 免許証の再発行 警察庁 2 書面・押印
⑤法令上申請の具体的方法（例：書面・オンライン）は規定されていないものの、免許証の交付に当たっては本
人確認を行う必要があり、手数料の電子納付等を可能とする条例上の手当やシステムの整備がなされていないこ
とから、短期的に対応することは困難である。

（２）f ×
i  免許証の交付については本人確認を行い運転免許証の現物を交付する必要があるが、申請については全国警察で各種手続のオンライ
ン化を可能とする方策（システム整備等）について検討を開始した。

② a 左記のとおり。
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団体名 No. 要望事項（タイトル）

新経連
69

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連

70 資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連
71

資金決済法にかかる官公庁等への届け出（随時届
け出）

新経連

72 資金決済法にかかる官公庁等への届け出

新経連

73 資金決済法にかかる官公庁等への届け出

新経連
74 資金決済法にかかる官公庁等への届け出

新経連 75 前払支払手段（定期報告）

新経連 76 前払支払手段（登録・届出事項に変更が生じた場
合）

新経連 77 前払支払手段（発行の業務の廃止が生じた場合）

新経連 78 前払支払手段（その他）

新経連 79 日本資金決済業協会あて届出
（全会員共通）

新経連 80 日本資金決済業協会あて届出
（前払式支払手段発行者・資金移動業者）

新経連 81 日本資金決済業協会あて届出
（前払式支払手段）

新経連 82 日本資金決済業協会あて届出
（資金移動業者）

新経連

83 クレジット番号等取扱契約締結事業者の割販法に基
づく届け出等

新経連

84 クレジット番号等取扱契約締結事業者の日本クレ
ジット協会への届け出等（定期報告）

新経連

85 クレジット番号等取扱契約締結事業者の日本クレ
ジット協会への届け出等（随時）

新経連 31 古物営業許可申請

新経連 41 免許証の再発行

個人・法人に対して対面での対応（持参による提出、対面による交付、講習会）を求める手続関係
① ：オンライン会議などデジタル技術を活用する方法によって対応する。
② ：ネットでの講習の提供などで対応する。
③ ：電話や郵送によって対応する。
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

その他
再検討後
その他

①～③
対面での相談業務が基本であるが、それ以外の手段による相談対応の拡充について検討が必要。なお、現状でも
面談での対応に加え、電話、メールでの相談対応等を行っている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
c○
日本資金決済業協会では、令和2年5月にweb会議サービスを導入し、広く
会員との業務においても活用できる体制を整備した。今後、更に別のweb
会議サービスの追加や電話会議システムの導入等により、非対面での業務
の拡充を検討している。

①～③
対面での相談業務が基本であるが、それ以外の手段による相談対応の拡充について検討が必要。なお、現状でも
面談での対応に加え、電話、メールでの相談対応等を行っている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
c○
日本資金決済業協会では、令和2年5月にweb会議サービスを導入し、広く
会員との業務においても活用できる体制を整備した。今後、更に別のweb
会議サービスの追加や電話会議システムの導入等により、非対面での業務
の拡充を検討している。

①～③
対面での相談業務が基本であるが、それ以外の手段による相談対応の拡充について検討が必要。なお、現状でも
面談での対応に加え、電話、メールでの相談対応等を行っている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
c○
日本資金決済業協会では、令和2年5月にweb会議サービスを導入し、広く
会員との業務においても活用できる体制を整備した。今後、更に別のweb
会議サービスの追加や電話会議システムの導入等により、非対面での業務
の拡充を検討している。

①～③
対面での相談業務が基本であるが、それ以外の手段による相談対応の拡充について検討が必要。なお、現状でも
面談での対応に加え、電話、メールでの相談対応等を行っている。

【金融庁】
（本件は民間レベルで検討すべき事項であり、本検討にはなじまない。）
c○
日本資金決済業協会では、令和2年5月にweb会議サービスを導入し、広く
会員との業務においても活用できる体制を整備した。今後、更に別のweb
会議サービスの追加や電話会議システムの導入等により、非対面での業務
の拡充を検討している。
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各種行政手続等の書面申請の撤廃、個別手続の電子化関係
① ：オンライン化を行う。
② ：eメール（PDF等で添付）による提出を認める。
③ ：添付書類の省略や事後送付等の書類の簡素化
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答 各種行政手続等の押印原則の撤廃関係
① ：法令に根拠があるものについては、押印がなくても文書を受け付けることとする。
② ：法令に根拠のないものについては、押印を廃止する又は求めないこととする。
③ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
④ : 対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

担当省庁 省別No. 分類団体名 No. 要望事項（タイトル） 規制・制度の概要 根拠法令・通達・参照文書 備考

１．緊急的な対応の可否

新経連 18 食品衛生責任者の「遠隔管理」による無人店舗の実
現

食品衛生責任者の配置基準につき、遠隔管理も認められる
よう明確化する

食品衛生法第５０条第２項 厚生労働省 5 その他

新経連 21 雇用保険の関係書類 雇用保険法施行規則 厚生労働省 6 書面・押印 ④オンライン化済み a○b×c×d×（雇用保険関係手続については、事業主が行う主要な手続は全てオンライン手続可能となっているので、その周知により
利用促進を図る。）

③署名による申請も可能としている。 aーb○cーdー（原則として、押印無しでも受け付けることとする。）

新経連 22 労災保険の関係書類
労働者災害補償保険法に基づく
告示

厚生労働省 7 書面・押印 ④労災保険給付関係については、事後送付等の添付書類の簡素化や電子申請を認めている。
a○ｂ○cーd○　労災保険給付関係については、電子申請・郵送での対応を認めており、改めて、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、その旨を各労働局から機会を捉えて周知を図ったところである。また、申請時に添付書類の不備等があったとして
も、その場で申請を受理し、事後送付（郵送のほか、Eメールでの送付も可能）を認めることとしている。

③労災保険給付関係については、押印がないものについても受け付けている。 aー　bー　c○　dー

新経連 23 就業規則名などの届出書類 労働基準法施行規則 厚生労働省 8 書面・押印 ④就業規則（変更）届も本社一括届出の場合には、電子申請することが可能となっている。
a○b×c×d× 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電子申請を利用するようリーフレットを作成し、経済団体に要請を
行ったとともに、労働基準監督署等において引き続き周知していく。

③就業規則（変更）届について、労働基準法施行規則第49第２項に基づき、署名での提出は可能となってい
る。また、電子申請によれば、記名押印に代えて、電子署名での提出が可能となっている。

a～ｄ×e○　現行上も、電子申請によれば、押印に代えて、電子署名での提出が可能となっている。また、記名のみでの届出を認めてしまうと、36協定等
は雇用関係において重要な労働条件を定める性質をもつ届出であるにもかかわらず、押印の手続を省略することで第三者等からの虚偽の届出が行われる懸念
があり、ひいては労使間の合意の有無が確認できず、長時間労働による重大な健康障害や労働災害等が生じる可能性があるため。
f×　民間電子認証サービスでは、文書内容の真正性に疑義が生じる可能性があるため、現行どおり、電子署名法の電子署名を用いて提出してもらう。

新経連 24 厚生年金の関係書類 厚生年金保険法施行規則 厚生労働省 9 書面・押印 ④事業主が日本年金機構へ提出するほぼ全ての手続はすでに電子申請が可能であり、書面申請は求めていない。
また、書面による提出の場合も郵送による手続が可能。

a○b×c×d×　本年４月より、GビズIDを活用したIDパスワード方式による電子申請を導入した。GビズIDを活用した電子申請の利用
促進について政府広報や関係団体を通じた周知を行ったほか、電子申請を利用していない一定の事業所に対して、電話や文書等による
徹底した利用勧奨を行う。

③原則として事業主が自署する場合や電子申請により提出する場合は押印不要。
a○b○cーdー　事業主が提出する書類で押印・署名がないものも支障がない限り原則として受け付けは行う取扱いとする。本年４月より、資格の取得・喪
失や報酬月額、賞与など主要な届出についてGビズIDを活用したIDパスワード方式による電子申請を導入した。

新経連 25 健康保険の関係書類 健康保険法施行規則 厚生労働省 10 書面・押印
② 保険者が健康保険組合の場合、eメール（PDF等で添付）による提出を認める。
※保険者が全国健康保険協会の場合、事業主が日本年金機構へ提出するほぼ全ての手続はすでに電子申請が可
能。

【保険者が健康保険組合の場合】f
【保険者が全国健康保険協会の場合】a○bーcーdー　GビズIDを活用した電子申請の利用促進について政府広報や関係団体を通じた周
知を行ったほか、電子申請申請を利用していない一定の事業所に対して、電話や文書等による徹底した利用勧奨を行う。

① ②保険者が健康保険組合の場合、法令に根拠があるものについては、押印がなくても文書を受け付けること
とする。法令に根拠のないものについては、押印を廃止する又は求めないこととする。
※保険者が全国健康保険協会の場合、原則として事業主が自署する場合や電子申請により提出する場合は押印不
要。

【保険者が健康保険組合の場合】aーbーcーd○
【保険者が全国健康保険協会の場合】a○b○cーdー
・事業主が提出する書類で押印・署名がないものも支障がない限り原則として受け付けは行う取扱いとする。
・本年４月より、資格の取得・喪失や報酬月額、賞与など主要な届出についてGビズIDを活用したIDパスワード方式による電子申請を導入した。

新経連 35 医療法人の書類

• 申請書届出書の類はすべて
• 監事監査報告書/指導:運営の手引きに実印と記載(都道府
県により異なる)
• 役員就任承諾書、履歴書(両方印鑑証明提出)/印鑑証明の
提出を含めて指導事項
• 役員名簿(法人印/そもそも提出自体が指導事項)など

厚生労働省 12 書面・押印 ④自治体の事務であり、法令や通知等により書面提出や押印は求められていない。
新型コロナウイルス感染症への緊急的な対応として、医療法人制度の各種手続きについて、必要に応じて地方公共団体に周知・依頼す
ることを検討する。

④自治体の事務であり、法令や通知等により書面提出や押印は求められていない。 新型コロナウイルス感染症への緊急的な対応として、医療法人制度の各種手続きについて、必要に応じて地方公共団体に周知・依頼することを検討する。

新経連 46 協会けんぽではなく、健康保険組合などはまだ電子
申請が遅れています。

厚生労働省 14 書面・押印 ② eメール（PDF等で添付）による提出を認める。 f
① ②法令に根拠があるものについては、押印がなくても文書を受け付けることとする。法令に根拠のないもの
については、押印を廃止する又は求めないこととする。

aーbーcーd○

新経連 54 士業における「どこで働くか」を限定する法規定
（社会保険労務士）

在宅勤務したくてもできない会計事務所が存在。法改正せ
ずとも許容するテレワークの方法を所管省庁が明示すべ
き。

社会保険労務士法第18条 厚生労働省 15 その他

新経連 17 建設工事の監理技術者が「遠隔監理」で複数の工事
現場の業務を兼務することの解禁

請負事業者は専任の監理技術者が常駐することが原則。遠
隔監理で代替することを解禁する

建設業法第26条 国土交通省 5 その他

新経連 7 免税手続店カウンターでの物品同一性の確認のデジ
タル化

外国人旅行者向け消費税免税制度における『物品の同一性
確認(物品とレシートの照合)の手段』が目視に限定されてい
るので、スマホのカメラ機能の活用等も認めるべき

消費税法8条、消費税法施行令18
条、消費税法施行規則 6条・7
条、消費税基本通達8-2-1、8-2-
2、経産省・観光庁作成の『消費
税免税店の手引き』

財務省 2 その他

新経連 14 税理士事務所の2か所事務所禁止規定の見直し

・自宅やサテライトオフィス等で税理士がリモートワーク
することは、本規定違反の可能性を指摘されリモートワー
クが進まない。
・開業税理士が同じ事務所の税理士を業務監督している場
合には、この規定違反でないことを明らかにする。

税理士法第40条 財務省 3 その他

新経連 36 法定調書合計表 財務省 4 書面・押印 ①④オンラインでの手続として、国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用したオンライン提出も既に可能と
なっている。

(1)ａ〇ｂ×ｃ×d×
既にオンライン手続が可能であることの周知・広報をしているところ、今後、国税庁ホームページやリーフレットなどを通して、より
一層の周知・広報を実施していく。

①書面提出の場合、法令上、税務書類には押印がなければならないこととされており、押印がない場合、納税者
等に押印を求めることとしているが、押印がない税務書類であっても受け付けは行っている。

ｄ　法令上、税務書類には押印がなければならないこととされており、押印がない場合、納税者等に押印を求めることとしているが、押印がない税務書類で
あっても受け付けは行っている。

新経連 52 士業における「どこで働くか」を限定する法規定
（税理士）

在宅勤務したくてもできない会計事務所が存在。法改正せ
ずとも許容するテレワークの方法を所管省庁が明示すべ
き。

税理士法第40条 財務省 5 その他 ＜再掲＞

新経連 12 事前届出、事後報告の書面原則の撤廃
外為法の改正により届出の対象範囲拡大したが、依然とし
て書面での申請が必要となっており、オンラインのでの申
請も可能とする。

対内直接投資等に関する命令 財務省 6 書面・押印
④事後報告については、現在でもオンラインで行うことが可能。また、事前届出については、郵送で行うことが
可能。なお、事前届出のオンライン化については、以前導入していたが、利用が極めて低調であり廃止した経緯
がある。いずれにしても、日本銀行、事業所管省庁とともに電子手続きの促進に向けて検討を進めていく方針。

外為法に基づく対内直接投資等の届出等の書面手続については、「記名押印又は署名」を廃止することとし、そのための関係省令の改
正を行うこととする。
また、現在稼働中の日本銀行オンライン報告システムを利用して、外為法に基づく対内直接投資等の届出の提出について、電子手続が
可能となるよう、早急に検討を進めることとする。

新経連 20 外為法届出書 対日直接投資等に関する命令 財務省 7 書面・押印
④事後報告については、現在でもオンラインで行うことが可能。また、事前届出については、郵送で行うことが
可能。なお、事前届出のオンライン化については、以前導入していたが、利用が極めて低調であり廃止した経緯
がある。いずれにしても、日本銀行、事業所管省庁とともに電子手続きの促進に向けて検討を進めていく方針。

外為法に基づく対内直接投資等の届出等の書面手続については、「記名押印又は署名」を廃止することとし、そのための関係省令の改
正を行うこととする。
また、現在稼働中の日本銀行オンライン報告システムを利用して、外為法に基づく対内直接投資等の届出の提出について、電子手続が
可能となるよう、早急に検討を進めることとする。

新経連 16 民間と地方自治体の電子契約の条件の緩和

地方自治体と民間の電子契約においては、認められる電子
署名の条件が。民間どおしのときの電子契約より厳しい、
つまり、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通
信の技術の利用に関する法律施行規則第二条２項二で定め
る電子証明書に限定されており、実態的に民間の電子契約
サービスが使えなくなっている

地方自治法施行規則、総務省関
係法令に係る行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関す
る法律施行規則

総務省 1 その他

新経連 26 税務書類各種（国税、地方税） 法人税法等
総務省
財務省

2 書面・押印

【総務省】④
法人住民税や法人事業税などの法人の申告税目については、既にeLTAXを用いて電子申告が可能となっており、
その他の申請手続についても、eLTAXを用いて電子申請が可能となっている手続もある。また、新型コロナウイ
ルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例についても、電子申請が可能となるよう、eLTAXの対象に追加
したところ。
【財務省】
①④法人税などの申告・納付手続や、各種申請届出等の国税関係手続について、オンライン化を進めてきてお
り、既に約９割の国税関係手続がオンライン利用可能（手続件数基準）となっている。
　他方、ダイレクト納付届出のように税務署から金融機関等の第三者に提出しなければならない国税関係手続に
ついては、第三者が押印を求めているなどの理由からオンライン化に対応していないものがある。

【総務省】
(オンライン化対応している手続について)
（１）a○b×c×d×
既にeLTAXを用いて電子申告が可能となっている手続については、各地方団体に対し周知を依頼している。また、申告、納付期限につ
いては、各地方団体に対し柔軟な対応を依頼している。

(オンライン化対応していない手続について)
（２）f×g○h×
申告、納付期限については、各地方団体に対し柔軟な対応を依頼している。

【財務省】
(オンライン化対応している手続について)
(1)ａ〇ｂ×ｃ×d×
既にオンライン手続が可能であることの周知・広報をしているところ、今後、国税庁ホームページやリーフレットなどを通して、より
一層の周知・広報を実施していく。

(オンライン化対応していない手続について)
(2)f〇g×h×i〇
対象手続の範囲及び納税者が正確かつ簡便に利用可能な仕組み等を考慮しつつ、予算措置を前提に、国税電子申告・納税システム（e-
Tax）を利用したオンライン手続を可能とする方向で検討。

【財務省】
①
【電子提出の場合】
　法人税などの申告・納付手続や、各種申請届出等の国税関係手続について、オンライン化を進めてきており、
既に約９割の国税関係手続がオンライン利用可能（手続件数基準）となっている。
　他方、ダイレクト納付届出書のように税務署から金融機関等の第三者に提出しなければならない国税関係手続
については、第三者が押印を求めているなどの理由からによりオンライン化に対応していないものがある。
【書面提出の場合】
　法令上、税務書類には押印がなければならないこととされており、押印がない場合、納税者等に押印を求める
こととしているが、押印がない税務書類であっても受け付けは行っている。

【財務省】ｄ　法令上、税務書類には押印がなければならないこととされており、押印がない場合、納税者等に押印を求めることとしているが、押印がない
税務書類であっても受け付けは行っている。

新経連 28 給与支払報告書（総括表） 地方自治体宛 総務省 4 書面 ① オンライン化を行う。
・「給与支払報告書（総括表）」については、すでにeLTAXでの電子的送付に対応済である。

（１）a○b～d×
オンライン手続の周知を図り、利用を慫慂する。

新経連 29 市町村との契約請求書、助成金関係 地方自治体宛 地方自治法施行規則 総務省 5 書面・押印

【契約について】
④ 地方公共団体が行う契約については、地方自治法第234条第5項において、書面の場合のほか、契約内容を記
録した電磁的記録を作成することも可能であり、オンラインにより対応可能。

【助成金関係】
④ 地方公共団体が独自に行う助成金に対する申請に関しては、地方自治法上、書面申請を義務付けている規定は
ない。各地方公共団体の財務規則で整理することでオンラインによる対応は可能。ただし、国等からの助成金等
を地方公共団体経由で交付する場合の申請については、各助成金担当省庁等へ確認願う。

【契約について】
（１）e、（２）i
地方公共団体の入札・契約手続について関係書類への押印を要しないようにすること、オンラインの方法によること等を地方公共団体
に要請している。なお、総務省は取組主体ではないため上記の区分としている。

【助成金関係】
（１）e、（２）i
個別の助成金担当へ確認願う。

【契約について】
④  対応困難（地方公共団体が行う契約については、地方自治法第234条第5項において、書面により契約を行う
場合は、記名押印をしなければ、当該契約は確定しないとしているところであり、書面の場合に関しては押印を
省略 することはできない。）

【助成金関係】
③ 地方公共団体が独自に行う助成金に対する申請に関しては、地方自治法上、押印を義務付けている規定はな
いが、申請者確認の取扱いを各地方公共団体の財務規則で整理する必要がある。また、国等からの助成金等を地
方公共団体経由で交付する場合の申請については、各助成金担当省庁等へ確認願う。

【契約について】
ー
地方公共団体の入札・契約手続について関係書類への押印を要しないようにすること、オンラインの方法によること等を地方公共団体に要請している。な
お、総務省は取組主体ではないため該当区分なしとしている。

【助成金関係】
e
個別の助成金担当へ確認願う。

新経連 32

地方自治体ではシステム開発等の一般入札において
入札前審査がありその時点で印鑑証明書提出（その
時点で押印書類はなし。本審査(コンペ)に進んで押印
する書類発生）

総務省 6 書面・押印 ④ 地方公共団体に対する入札申請に関しては、地方自治法上、印鑑証明書提出を義務付けている規定はない。各
地方公共団体の財務規則で整理することにより対応可能。

（１）e、（２）i
地方公共団体の入札・契約手続について関係書類への押印を要しないようにすること、オンラインの方法によること等を地方公共団体
に要請している。なお、総務省は取組主体ではないため上記の区分としている。

③ 地方公共団体に対する入札申請に関しては、地方自治法上、押印を義務付けている規定はないが、申請者確
認の取扱いを各地方公共団体の財務規則で整理する必要がある。

ー
地方公共団体の入札・契約手続について関係書類への押印を要しないようにすること、オンラインの方法によること等を地方公共団体に要請している。な
お、総務省は取組主体ではないため該当区分なしとしている。

新経連 34 消防法関係

• 防火管理者・消防計画・訓練通知書・自動通報
• 工事・使用開始
• 設備の設置・設備業届出
• 防火・防災対象物点検報告
• 設備点検報告

消防法 総務省 7 書面・押印 ④可能な限りeメール等により対応するよう、各消防本部に要請する。

（２）f○g〇h×
下記の対応について、各消防本部に要請する通知を発出した。
・消防法令に基づき、各消防本部等に対し提出することとされている申請書等については、可能な限り電子メール、電子申請等により
受け付けること。
・押印については、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができるよう取り扱うこと。
・防火対象物の点検の延期等

③臨時的措置として、当面の間は、 法令に根拠があるものについては押印がなくても文書を受け付け、法令に
根拠のないものについては押印を廃止する又は求めないこととするよう 、各消防本部に要請する。

a〇b○c〇d×
押印については、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができるよう取扱う旨、各消防本部に対し、要請する通知を発出
した。
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団体名 No. 要望事項（タイトル）

新経連 18 食品衛生責任者の「遠隔管理」による無人店舗の実
現

新経連 21 雇用保険の関係書類

新経連 22 労災保険の関係書類

新経連 23 就業規則名などの届出書類

新経連 24 厚生年金の関係書類

新経連 25 健康保険の関係書類

新経連 35 医療法人の書類

新経連 46 協会けんぽではなく、健康保険組合などはまだ電子
申請が遅れています。

新経連 54 士業における「どこで働くか」を限定する法規定
（社会保険労務士）

新経連 17 建設工事の監理技術者が「遠隔監理」で複数の工事
現場の業務を兼務することの解禁

新経連 7 免税手続店カウンターでの物品同一性の確認のデジ
タル化

新経連 14 税理士事務所の2か所事務所禁止規定の見直し

新経連 36 法定調書合計表

新経連 52 士業における「どこで働くか」を限定する法規定
（税理士）

新経連 12 事前届出、事後報告の書面原則の撤廃

新経連 20 外為法届出書

新経連 16 民間と地方自治体の電子契約の条件の緩和

新経連 26 税務書類各種（国税、地方税）

新経連 28 給与支払報告書（総括表）

新経連 29 市町村との契約請求書、助成金関係

新経連 32

地方自治体ではシステム開発等の一般入札において
入札前審査がありその時点で印鑑証明書提出（その
時点で押印書類はなし。本審査(コンペ)に進んで押印
する書類発生）

新経連 34 消防法関係

個人・法人に対して対面での対応（持参による提出、対面による交付、講習会）を求める手続関係
① ：オンライン会議などデジタル技術を活用する方法によって対応する。
② ：ネットでの講習の提供などで対応する。
③ ：電話や郵送によって対応する。
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

その他
再検討後
その他

食品衛生責任者の設置については、これまで各自治体の
条例で規定していたが、平成30年6月に食品衛生法等の
一部を改正する法律を公布し、食品衛生責任者等の選任
を含む、食品等事業者が実施する一般的な衛生管理に関
する事項の基準について、「食品衛生法等の一部を改正
する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す
る省令」（令和元年厚生労働省令第68号）で定めること
とした。無人店舗の場合、衛生管理の適切な実施が担保
される限りにおいて、食品衛生責任者が巡回する等によ
り衛生管理に当たることも可能。その旨、Ｑ＆Ａ等に記
載する。なお、本制度の施行日は令和２年６月１日と
なっている。

開業社会保険労務士の事務所は社会保険労務士法上一か
所が原則とされており、そこで依頼者からの依頼に応じ
ることを常とし、継続的にその業務を執行する場所であ
ることが求められている（法第18条）が、テレワーク
（「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィ
ス勤務」の３つの形態の総称）については可能としてい
る。（なお、自宅で主に業務を行っているのであれば、
業務の実態のある自宅を事務所の所在地として登録して
いただく必要がある。）

開業社会保険労務士のテレワークについては、現行法
上、制約はない。
なお、社会保険労務士法第18条の趣旨は、開業社会保険
労務士の業務活動の本拠を利用者等に明らかにすること
であり、開業社会保険労務士は、法14条の２第2項によ
り、主として業務を執行する事務所の名称及び所在地を
登録することとされているが、臨時的・一時的に自宅等
でテレワークを行う場合に逐一登録が必要というわけで
はない。

監理技術者については、施工管理に必要な情報をタブ
レット端末に取り込み、遠隔かつリアルタイムで指導を
行う手法が普及しつつあることから、建設業法の改正を
行い、監理技術者補佐を専任で置いた場合には、複数現
場の兼務を可能としています（令和２年10月施行予
定）。

監理技術者については、施工監理に必要な情報をタブ
レット端末に取り込み、遠隔かつリアルタイムで指導を
行う手法が普及しつつあることから、今回建設業法を改
正し、監理技術者補佐を専任で置いた場合には、複数現
場の兼務を可能としています。（令和２年10月施行予
定）

免税手続カウンターで免税手続を行う物品が手続委託型
輸出物品販売場で購入したものであることの確認の方法
については、法令等で目視に限定していない。

税理士事務所における自宅等でのテレワークについて
は、令和２年４月15日に日本税理士会連合会のホーム
ページ上で当該テレワークが可能となるような場合の指
針を公表済み（内容については、国税庁と日本税理士会
連合会で協議済み）。

税理士事務所における自宅等でのテレワークについて
は、令和２年４月15日に日本税理士会連合会のホーム
ページ上で当該テレワークが可能となるような場合の指
針を公表済み（内容については、国税庁と日本税理士会
連合会で協議済み）。

地方公共団体が行う契約において、電磁的記録を作成す
る場合は、地方公共団体及び契約の相手方の作成に係る
ものであることを確実に示すことができるものとして、
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技
術の利用に関する法律施行規則第二条２項二に規定する
電子証明書を対象としている。

使用可能な電子証明書の範囲については、国における電
子署名等の見直しや利用者からの要望等を踏まえ、対象
の範囲を広げることが可能か検討する。
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各種行政手続等の書面申請の撤廃、個別手続の電子化関係
① ：オンライン化を行う。
② ：eメール（PDF等で添付）による提出を認める。
③ ：添付書類の省略や事後送付等の書類の簡素化
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答 各種行政手続等の押印原則の撤廃関係
① ：法令に根拠があるものについては、押印がなくても文書を受け付けることとする。
② ：法令に根拠のないものについては、押印を廃止する又は求めないこととする。
③ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
④ : 対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

担当省庁 省別No. 分類団体名 No. 要望事項（タイトル） 規制・制度の概要 根拠法令・通達・参照文書 備考

１．緊急的な対応の可否

新経連 39 消防法/火災予防条例に基づく消防関係届出書

法令上明確な規定はないが、右の資料によると、届出者が
法人の場合は社印が必要とされている。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_jirei/inkan_syu
betsu.pdf

消防法 総務省 8 書面・押印 ④：その他
可能な限りeメール等により対応するよう、各消防本部に要請する。

（２）f○g〇h×
下記の対応について、各消防本部に要請する通知を発出した。
・消防法令に基づき、各消防本部等に対し提出することとされている申請書等については、可能な限り電子メール、電子申請等により
受け付けること。
・押印については、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができるよう取り扱うこと。
・防火対象物の点検の延期等

③：その他
臨時的措置として、当面の間は、 法令に根拠があるものについては押印がなくても文書を受け付け、法令に根
拠のないものについては押印を廃止する又は求めないこととするよう 、各消防本部に要請する。

a〇b○c〇d×
押印については、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができるよう取扱う旨、各消防本部に対し、要請する通知を発出
した。

新経連 40 電気通信事業法に基づく電気通信事業に関する届出
届出書類の記入フォーマットに「代表者が自筆で記入した
ときは、押印を省略できます」とあるが、実質的に押印が
必要

電気通信事業法 総務省 9 書面・押印 ④ご指摘の事項は事実誤認であり、押印でなくとも自筆で対応可能です。 （２）ｆ～ｈ○ ③同左 ｃ○

新経連 48 携帯電話不正利用防止法 契約者の本人確認及びその記録の保存 携帯電話不正利用防止法
総務省
警察庁

10 対面 総務省・警察庁

新経連 53 士業における「どこで働くか」を限定する法規定
（行政書士）

在宅勤務したくてもできない会計事務所が存在。法改正せ
ずとも許容するテレワークの方法を所管省庁が明示すべ
き。

行政書士法第8条 総務省 11 その他

新経連 44 保育園などの入園や継続の際に市区町村に提出す
る、就労証明書等。

原本・捺印が必要で、電子に変えていただきたい
内閣府

厚生労働省
1 書面・押印 内閣府・厚生労働省

→内閣府で回答
①保育所の入所申請等に関しては、マイナポータル上、対応している市町村においてはオンライン申請が可能と
なっている。

a○b○c△d△
保育所の利用申込 等に関しては、マイナポータル上、対応している市町村においてはオンライン申請が可能となっている。５月19日に
は、市区町村に対し、市区町村においてマイナポータル上でのオンライン申請を積極的に活用すること、住民に対してオンライン申請
の利用を促す等の対応も検討することを事務連絡で依頼した。

②法令上は、保育の必要性の認定を受けようとする理由を証明する書類を提出することとされており、押印は求
めていない。

a○
法令上は、保育の必要性の認定を受けようとする理由を証明する書類を、認定申請書の添付書類として提出することとされており、押印は求めていない。さ
らに、５月19日には、市区町村に対し、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う状況を踏まえ、各市区町村の判断で押印を不要とすることが望ましい旨、
事務連絡を発出した。

新経連 27 勤務証明書 地方自治体宛
内閣府

厚生労働省
書面・押印 内閣府・厚生労働省

→内閣府で回答
【内閣府】①保育所の入所申請等に関しては、マイナポータル上、対応している市町村においてはオンライン申
請が可能となっている。

a○b○c△d△
保育所の利用申込等に関しては、マイナポータル上、対応している市町村においてはオンライン申請が可能となっている。５月19日に
は、市区町村に対し、市区町村においてマイナポータル上でのオンライン申請を積極的に活用すること、住民に対してオンライン申請
の利用を促す等の対応も検討することを事務連絡で依頼した。

【内閣府】②法令上は、保育の必要性の認定を受けようとする理由を証明する書類を提出することとされてお
り、押印は求めていない。

a○
法令上は、保育の必要性の認定を受けようとする理由を証明する書類を、認定申請書の添付書類として提出することとされており、押印は求めていない。さ
らに、５月19日には、市区町村に対し、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う状況を踏まえ、各市区町村の判断で押印を不要とすることが望ましい旨、
事務連絡を発出した。

新経連 13 在留資格証明書の原本原則要件緩和

新型コロナウイルスの影響で国際郵便の引受が停止されて
いる国もあり、証明書原本や自署が必要な書類のやり取り
ができないが、それでも原本しか認められない。非常時と
して就学・就業先への事前確認で済ますなどの対応を行え
るようにする。

出入国管理及び難民認定法施行
規則

法務省 3 その他

新経連 15 会社登記の「完全」電子化

・申請手続きは電子化されているが、添付書類に押印が求
められ、電子署名は認められない。
・例えば、全登記類型(取締役会に委任された株式の発行、
株式分割に伴う発行可能株式総数の変更など)について、取
締役会議事録が取締役全員の実印押印でなく認められる電
子署名に使用する電子証明書の要件が限定されないように
するなどの改正が必要

商業登記法 、商業登記規則 法務省 4 書面・押印

④登記申請の添付書面は，当該書面に代わるべき情報を電磁的記録（ＰＤＦファイル等）により作成し，作成者
（認証を要するものは作成者及び認証者）の電子署名を付与した上で，電子証明書と併せて送信することで，オ
ンラインにより提出することができます（商業登記規則（昭和39年法務省令第23号）第102条第2項）。
なお，オンライン申請促進の観点から，添付書面への電子署名の要件緩和を検討しているところです。

【商業登記】
添付書面に相当する電磁的記録への電子署名については，本月１５日から，特定の事業者が利用者の指示
を受けて電子署名を行うサービスに基づくものであることを条件に，商業登記の添付書面情報に利用する
電子署名として許容することとしたほか，電子署名の要件緩和については，法務省令を改正し，令和２年
度中に実施する予定です。

新経連 19 外国人の在留関係書類 出入国管理法施行規則 法務省 5 書面・押印 ①オンライン化済み。本年３月オンライン申請の対象手続，在留資格を拡大，４月対象者の拡大を順次実施。 a○，ｂ○，ｃ×，ｄ×：オンライン申請の周知を図る。また利用申出について，一部郵送での提出を認める。
③在留資格認定証明書交付申請に係るオンライン申請については，データでの提出や郵送での提出を認めてお
り，原則として，原本の提出まで求めてない。その他の申請においては，提出書類の事後送付を認めている。

a×，ｂ×，ｃ×，ｄ○：オンライン申請においては，申請書の押印を求めず，また，押印が押された文書をPDFや郵送で提出することを認めている。

新経連 37 オンライン申請の前提となる電子証明書の発行申請
書に印鑑が必要

法務省 6 書面・押印 ④電子証明書のオンライン申請を令和３年中に開始する予定であり，現在，システム開発中です。 電子証明書のオンライン申請の運用開始に当たっては，ホームページ等により周知を図ります。
③登記の真実性確保のため，現時点で押印を不要とすることは困難ですが，令和３年中に開始予定の電子証明書
のオンライン申請においては，押印不要とする予定です。

電子証明書のオンライン申請の運用開始に当たっては，ホームページ等により周知を図ります。

新経連 38 法務局に提出する商業登記申請の添付書類

オンライン申請や電子署名も認められているが、別途の申
請やソフトのダウンロードが必要、かつ、役会議事録につ
いては結局署名者全員の電子署名が必要、等使い勝手がよ
くないので、活用が困難（ご参考：
https://www8.cao.go.jp/kisei-
kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190510/190510bukai0
2.pdf　https://www.cloudsign.jp/media/20180215-
gijirokudenshika/）

商業登記規則 法務省 7 書面・押印 ④オンライン申請促進の観点から，添付書面への電子署名の要件緩和を検討しているところです。

【商業登記】
添付書面に相当する電磁的記録への電子署名については，本月１５日から，特定の事業者が利用者の指示
を受けて電子署名を行うサービスに基づくものであることを条件に，商業登記の添付書面情報に利用する
電子署名として許容することとしたほか，電子署名の要件緩和については，法務省令を改正し，令和２年
度中に実施する予定です。

新経連 50 登記申請の添付書類への押印

役員就任登記のオンライン申請のためには、就任承諾書
を、電子証明書つき電子署名で作成する必要があります
が、通常の電子署名の利用開始のためには押印した申請書
の提出や対面手続が必要となり、ただちに利用することが
困難です。登記申請書類の添付書類における押印の省略の
ための措置を講じていただく、または、容易な代替手法を
周知いただくようお願いします。

商業登記規則 法務省 8 書面・押印 ③登記の真実性確保のため，現時点で押印を不要とすることは困難ですが，令和３年中に開始予定の電子証明書
のオンライン申請においては，押印不要とする予定です。

【商業登記】
代替手法として，添付書面に相当する電磁的記録への電子署名については，本月１５日から，特定の事業者が利用者の指
示を受けて電子署名を行うサービスに基づくものであることを条件に，商業登記の添付書面情報に利用する電子署名とし
て許容することとしたほか，電子署名の要件緩和については，法務省令を改正し，令和２年度中に実施する予定です。

新経連 オンライン在留資格申請の利便性向上

在留資格申請のオンライン化が進められているが、特にオ
ンライン化利用申出に当たって以下のような課題があり、
利便性向上に向けて対応をお願いしたい。
・オンライン化利用の申出に当たっては、各企業に所属し
ている外国人リストを書面で記入・提出の必要がある。当
面オンライン申請を行う予定がある外国人であるか否かに
かかわらず、各企業の全外国人について、在留期間満了
日、在留資格の変更履歴の記載等を要するため、所属する
外国人の数が多い企業にとっては負担が非常に大きい。
・利用申出は、入管への出頭か郵送に限られている。ま
た、郵送については、入管に届出を行っている行政書士等
に限られている。

http://www.immi-
moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/
onlineshinsei.html

法務省

②，③本年３月より，所属している外国人リスト等をメールで提出できるよう対応済み。また，オンラインシス
テムを利用するに当たり，本人確認のため，地方出入国在留管理官署へ出頭の上，利用申出を行う必要があると
ころ，現下の諸情勢に伴い，出入国在留管理官署へ一度出頭し，本人確認できている有効な申請等取次者証明書
又は届出済証明書を有する方に限り，郵送での申出を認めている。

【法務省】ｆ○，ｇ○，ｈ×：所属している外国人リスト等のメールでの提出を認める。また，提出期限については，柔軟に対応す
る。

新経連 30 共同研究関連書類（契約等） 国公立大学宛 文部科学省 1 書面・押印

＜国立大学法人＞
④その他
昨年改正されたデジタル手続法を踏まえ，各国立大学法人において各種手続のオンライン化が推進されるよう促
してまいります。
＜公立大学法人＞
④国立大学法人等の取組を周知し、各大学の判断において適切な対応が行われるよう促してまいります。

（国立大学法人）
企業から国立大学法人に対して提出される書面申請の要否については，国による定めはなく、各大学の規程に従って対応しているとこ
ろです。昨年改正されたデジタル手続法を踏まえ，各国立大学法人において各種手続のオンライン化が推進されるよう、好事例の収
集・周知や通知を通じて促してまいります。

（公立大学法人）
企業から公立大学法人に対して提出される書面申請の要否については、国や地方公共団体において定めるものではなく、各大学の規程
に従って対応しているところです。各公立大学法人においても各種手続のオンライン化が推進されるよう、好事例の収集・周知や通知
を通じて促してまいります。

＜国立大学法人＞
④その他
昨年改正されたデジタル手続法を踏まえ，各国立大学法人において各種手続のオンライン化が推進されるよう促
してまいります。
＜公立大学法人＞
④国立大学法人等の取組を周知し、各大学の判断において適切な対応が行われるよう促してまいります。

（国立大学法人）
企業から国立大学法人に対して提出される書類への押印の要否については，国による定めはなく、各大学の規程に従って対応しているところです。昨年改正
されたデジタル手続法を踏まえ，各国立大学法人において各種手続のオンライン化が推進されるよう、好事例の収集・周知や通知を通じて促してまいりま
す。

（公立大学法人）
企業から公立大学法人に対して提出される書類への押印の要否については、国や地方公共団体において定めるものではなく、各大学の規程に従って対応して
いるところです。各公立大学法人においても各種手続のオンライン化が推進されるよう、好事例の収集・周知や通知を通じて促してまいります。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
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団体名 No. 要望事項（タイトル）

新経連 39 消防法/火災予防条例に基づく消防関係届出書

新経連 40 電気通信事業法に基づく電気通信事業に関する届出

新経連 48 携帯電話不正利用防止法

新経連 53 士業における「どこで働くか」を限定する法規定
（行政書士）

新経連 44 保育園などの入園や継続の際に市区町村に提出す
る、就労証明書等。

新経連 27 勤務証明書

新経連 13 在留資格証明書の原本原則要件緩和

新経連 15 会社登記の「完全」電子化

新経連 19 外国人の在留関係書類

新経連 37 オンライン申請の前提となる電子証明書の発行申請
書に印鑑が必要

新経連 38 法務局に提出する商業登記申請の添付書類

新経連 50 登記申請の添付書類への押印

新経連 オンライン在留資格申請の利便性向上

新経連 30 共同研究関連書類（契約等）

個人・法人に対して対面での対応（持参による提出、対面による交付、講習会）を求める手続関係
① ：オンライン会議などデジタル技術を活用する方法によって対応する。
② ：ネットでの講習の提供などで対応する。
③ ：電話や郵送によって対応する。
④ ：その他　（簡潔にご記入ください。）
⑤ ：対応困難（その理由及び代替手段をご記入ください。）

再検討後の回答

その他
再検討後
その他

④携帯電話不正利用防止法で定める本人確認方法は対面だけでなく、非対面による方法も既に認めている。ま
た、記録の保存については、書面の保存に代えて電磁的記録による保存を認めている。

c○

行政書士法第8条における行政書士の事務所に関する規定
は、行政書士が在宅でのテレワーク等の当該事務所以外
で業務を行うことを妨げるものではないが、日本行政書
士会連合会からテレワークに関して協力依頼があれば、
適切に対応して参りたい。

在留資格認定証明書交付申請に係るオンライン申請につ
いては，データでの提出や郵送での提出を認めており，
原則として，原本の提出まで求めてない。その他の申請
においては，提出書類の事後送付を認めている。

変更なし
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